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はじめに  

 
 市制施行５０周年を終え、新たな半世紀に向けた歩みを始めたこの時、  
私たちは、時代の行く末を見据え、長期的な視点に立ち諸施策を推進すると

ともに、行政の発想や手法を抜本的に見直しながら、限られた資源の再配分

と有効活用を図り、市民や民間の力を引き出しつつ、協働する市役所を目指

して、ここに第３次行政改革大綱を策定し、引き続き行政改革を推進してい

くこととします。  
 
 本市の行政改革は、平成９年２月に策定した行政改革大綱「２１世紀への

行革プラン」を契機として、第１次（平成８年度～平成１２年度）、第２次

（平成１３年度～平成１６年度）の行政改革に取り組み、市民サービスの 

向上と行政運営のスリム化、効率化を目指してまいりました。  
 この間に 242 名、約１３％の職員削減を実現するなど、約４８億６千万円

の経費削減を達成しました。  
 
 しかしながら、２１世紀の幕開けとともに、社会環境、価値観、経済情勢

などが予想を越えて急激に変化し、時代は大きな変革期を迎えています。  
 かつてのような右肩上がりの経済成長を望むことができない経済情勢の

もとでの、様々な分野での構造改革や規制緩和の進展、また地方分権の流れ

を加速させる「三位一体の改革」の進行、一方では、市民ニーズや地域の  

課題は多様化、複雑化しております。  
この難局を乗り越え、市民主権のまちづくりを推進していくために、地方

には「真の自主・自立」が求められており、地域の力、個性や創造性の発揮

がこれからの時代を乗り切っていくための鍵となっております。  
 
 私たちは、このような社会的な背景のもとで、市民生活の維持向上や都市

活力の増進を図っていくためには、これまで取り組んできた、本市の行政 

改革を更に一歩高い段階へステップアップし、不退転の決意をもって、  

新たな改革に取り組む必要があると考えます。  
 
 そして、今次の行政改革の推進にあたっては、主権者である市民こそが、

市の行政の主役であり、市民の幸せに貢献することが市職員の仕事であるこ

とを改めて認識し、「市民のために、市民とともに」を基本姿勢として、   

情熱と誇りを持って改革と見直しに真剣に取り組むこととします。  
 
 本改定版は、平成１７年２月に第３次行政改革大綱を策定した後、同３月

末に、総務省から「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」（以下、「新地方行革指針」という。）が公表され、より一層積極的な行

政改革の推進についての要請があったことから、今回、計画期間を平成２２

年度まで３年間延長するとともに、内容の見直しを行ったものであります。 
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Ⅰ 更なる行政改革への取り組み  
 
１．これまでの取り組み  
 

本 市 は 、 昭 和 ５ ８ 年 度 か ら 市 民 と 職 員 に よ る 行 財 政 全 般 の 見 直 し に  

取 り 組 み 、昭 和 ６ ２ 年 度 及 び 平 成 ５ 年 度 に は 行 政 改 革 の 方 針（ 総 論 ）を

策 定 し 、 行 政 改 革 に 取 り 組 ん で き ま し た 。  
 

そ の 後 、 平 成 ８ 年 度 に は 行 政 改 革 本 部 を 設 置 し 、 平 成 ９ 年 ２ 月 に   

は 「 財 政 非 常 事 態 宣 言 」 の も と 、 全 て の 職 員 が 参 画 に よ っ て 「 ゼ ロ か ら

出 発 す る 」こ と を 方 針 に し て 、行 政 改 革 大 綱「 ２ １ 世 紀 へ の 行 革 プ ラ ン 」 

（ 計 画 期 間 ： 平 成 ８ 年 度 ～ 平 成 １ ２ 年 度 ） を 策 定 す る と と も に 、 そ の   

具 体 的 方 策 で あ る 行 政 改 革 推 進 実 施 計 画 を 策 定 し 、行 政 改 革 を 推 進 し て

き ま し た 。  
 

そ の 取 り 組 み の ね ら い は 、経 済 の 成 長 と と も に 徐 々 に 肥 大 化 し て き た

行 政 サ ー ビ ス を 抜 本 的 に 見 直 し 、 行 政 運 営 の 効 率 化 を 進 め つ つ 、 組 織 ・

財 政 と い っ た 行 政 内 部 の 体 力 を 向 上 さ せ な が ら 、 時 代 の 変 化 に 即 し た  

よ り 良 い 行 政 サ ー ビ ス を 実 現 す る こ と で あ り ま し た 。  
 

こ の 精 神 を 引 き 継 ぎ 、平 成 １ ３ 年 ３ 月 に は 、新 た な 環 境 変 化 へ の 対 応

を 図 る た め 、市 民 ニ ー ズ の 高 度 化 ・ 多 様 化 に 適 切 に 対 処 し 、地 方 分 権 の

時 代 に ふ さ わ し い ま ち づ く り を 目 指 し 、 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 （ 計 画   

期 間 ： 平 成 １ ３ 年 度 ～ 平 成 １ ６ 年 度 ） を 策 定 し 、 引 き 続 き 行 政 改 革 を   

推 進 し て き ま し た 。  
  

こ の 間 、 財 政 面 に お い て は 、 平 成 ８ 年 度 決 算 時 点 で 、 ９ ７ ． ２ ％ ま で

悪 化 し て い た 経 常 収 支 比 率 * 1 も 、 平 成 １ ６ 年 度 決 算 で は 、 ８ ９ ． ７ ％ と   

約 ７ ．５ ポ イ ン ト の 改 善 を 実 現 す る と と も に 、職 員 数 に つ い て も 、退 職

者 の 不 補 充 や 民 間 委 託 の 推 進 な ど に よ り 、平 成 ８ 年 ４ 月 に 較 べ 平 成 １ ７

年 ４ 月 現 在 で は ２ ６ ７ 名 、 約 １ ５ ％ の 削 減 を 実 現 で き ま し た 。  
ま た 、 平 成 ９ 年 度 か ら １ ７ 年 度 ま で の 経 費 削 減 に よ る 効 果 額 は 、   

人 件 費 の 削 減 や 事 務 事 業 の 見 直 し な ど に よ り 、約 ６ １ 億 円 と な っ て お り 、

行 政 改 革 の 取 り 組 み に よ る 効 果 は 着 実 に あ が っ て お り ま す 。  
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２．昨今の社会経済情勢  
 
（１）社会経済環境の変化  
 

本 市 は 、経 済 が 右 肩 上 が り で 成 長 ・ 拡 大 を 続 け る 傾 向 を 踏 ま え た 中 で

構 築 さ れ た 行 政 サ ー ビ ス や 行 政 シ ス テ ム の も と で 運 営 さ れ て き ま し た 。

し か し な が ら 、今 後 は 、少 子 高 齢 化 の 進 展 な ど に よ り 、経 済 状 況 が 横 ば

い か ら 下 降 傾 向 と な る こ と を 想 定 し た 上 で 、こ の 変 化 に 見 合 っ た 行 政 の

あ り 方 を 見 出 す 必 要 が あ り 、 更 な る 変 化 へ の 対 応 が 求 め ら れ て い ま す 。 
 
こ う し た 経 済 状 況 の 変 化 の 中 に お い て 、急 速 に 進 む 高 齢 化 、出 生 率 の

低 下 に よ る 人 口 減 少 社 会 へ の 移 行 、地 球 温 暖 化 に 代 表 さ れ る 環 境 問 題 へ

の 関 心 の 高 ま り 、 Ｉ Ｔ を 活 用 し た 情 報 伝 達 手 段 等 の 高 度 化 な ど 、 社 会  

情 勢 は 急 速 に 変 化 し つ つ あ り ま す 。  
 
一 方 、行 政 を 取 り 巻 く 環 境 に お い て は 、地 方 分 権 や 規 制 緩 和 の 動 き が

加 速 し 「 官 か ら 民 へ 」 の 流 れ の 中 で 、 Ｐ Ｆ Ｉ * 2 な ど の 官 民 協 働 事 業 方 式

の 導 入 や 指 定 管 理 者 制 度 * 3 の 創 設 に よ り 公 の 施 設 の 管 理 を 広 く 民 間 に

も 任 せ る こ と が で き る よ う に な る な ど 、新 公 共 経 営（ Ｎ Ｐ Ｍ * 4：ニ ュ ー ・

パ ブ リ ッ ク ・ マ ネ ジ メ ン ト ）と 呼 ば れ る 行 政 経 営 の 考 え 方 が 取 り 入 れ ら

れ 、 自 治 体 経 営 に お け る 創 意 工 夫 の 余 地 が 拡 大 し て い ま す 。  
 
こ う し た 中 、本 市 に お い て は 、例 え ば 、都 市 基 盤 や 公 共 施 設 に つ い て

は 、 相 当 程 度 の 基 盤 整 備 が 進 ん だ 一 方 、 施 設 の 老 朽 化 が 進 み 、 今 後 は   

施 設 整 備 中 心 の 考 え 方 か ら 維 持 管 理 と 有 効 活 用 に 力 点 を お い た 施 設 の  

管 理 が 必 要 に な っ て き て い る こ と や 、 風 水 害 や 震 災 へ の 的 確 な 対 応 や  

防 犯 対 策 な ど 市 民 生 活 の 安 全 安 心 に 係 る 危 機 管 理 体 制 の 充 実 な ど 、新 た

な 行 政 需 要 へ の 対 応 も 必 要 に な っ て き て お り ま す 。  
 
ま た 、 市 民 ニ ー ズ が 多 様 化 す る 中 で 、 子 育 て 、 環 境 保 全 な ど 様 々 な   

領 域 で Ｎ Ｐ Ｏ 、ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 が 活 性 化 し て お り 、行 政 と し て 適 切

に 連 携 、 支 援 を 行 っ て い く 必 要 も あ り ま す 。  
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（２）厳しさを増す経営環境  
 

３ 年 間 に わ た る 三 位 一 体 改 革 * 5 が 平 成 １ ７ 年 末 に ４ 兆 円 の 国 庫 補 助

負 担 金 の 削 減 と ３ 兆 円 の 税 源 移 譲 、 更 に は ５ 兆 円 の 地 方 交 付 税 改 革 を  

実 現 し 一 応 の 決 着 を み ま し た が 、 今 後 の 歳 入 全 体 で は 、 税 源 移 譲 後 の  

市 税 収 入 の 低 迷 見 込 み な ど 、 伸 び が 期 待 で き な い 状 況 に あ り ま す 。  
一 方 、 歳 出 で は 、 過 去 の 社 会 資 本 整 備 の た め に 発 行 し た 市 債 や 国 が  

景 気 浮 揚 策 と し て 実 施 し た 減 税 補 て ん 債 * 6 な ど の 特 例 地 方 債 に 係 る  

債 務 の 償 還 の 負 担 、少 子 高 齢 化 の 進 展 や 景 気 低 迷 等 に よ る 社 会 保 障 関 係

経 費 な ど 義 務 的 経 費 の 増 大 、 公 共 施 設 の 老 朽 化 に よ る 維 持 補 修 な ど の  

行 政 需 要 に よ る 経 費 の 増 加 な ど が 避 け ら れ な い 見 込 み と な っ て い ま す 。 
こ う し た 状 況 の も と 、 政 策 的 経 費 に 振 り 向 け る 財 源 は 年 々 、 減 少 を   

続 け 、 財 政 状 況 は 厳 し さ を 増 し て い ま す 。  
 
今 後 は 、 市 町 村 合 併 の 更 な る 推 進 、 国 と 地 方 の 税 財 源 の 配 分 方 法 の  

見 直 し 、特 に 地 方 交 付 税 改 革 の 進 展 な ど 、益 々 の 分 権 的 な 地 方 制 度 へ の

移 行 が 見 込 ま れ て お り 、こ う し た 環 境 の 変 化 を 地 方 自 治 の 充 実 に 向 け た

好 機 と 捉 え 、 自 立 可 能 な 財 政 構 造 を 確 立 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
ま た 、市 役 所 の 経 営 自 体 に 対 し て も 更 な る 改 革 努 力 が 要 請 さ れ て お り 、

市 民 の 信 頼 を 得 る こ と の で き る 経 営 の 効 率 化 と 透 明 性 を 確 保 す る 必 要

が あ り ま す 。  
 
３．第３次行政改革への取り組みと目的  
 
 こ の よ う に 、 昨 今 の 社 会 経 済 環 境 の 変 化 は 激 し く 、 第 ３ 次 行 政 改 革  

大 綱 を 策 定 し た 平 成 １ ７ 年 ２ 月 か ら 、ま だ １ 年 し か 経 過 し て い な い 現 時

点 で も 本 市 の 行 財 政 を 取 り 巻 く 環 境 は 大 き く 変 化 し て お り ま す 。  
そ こ で 、第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 で 取 り 上 げ た 、本 市 の 行 政 改 革 の 取 り 組

み に お い て 基 本 と な る 「 基 本 的 な 考 え 方 」 や 「 ７ つ の 柱 」 を 引 き 継 ぎ   

つ つ 、こ れ ま で 行 政 改 革 を 進 め て き た 中 で 浮 き 彫 り に さ れ て き た 課 題 や 、 

昨 今 の 社 会 経 済 環 境 の 変 化 を 踏 ま え た 上 で 、次 に 掲 げ る ３ 点 を 、本 市 の

行 政 改 革 の 目 的 と し て 、 更 な る 行 政 改 革 を 推 進 す る こ と と し ま す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

行政改革の３つの目的  
１ 財 政 の健 全 化  
２ 行 政 サービスの更 なる充 実  
３ 市 民 参 画 と協 働 の推 進  
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【 用 語 解 説 】  

                                                  
* 1  経 常 収 支 比 率 ： 地 方 自 治 体 の 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 比 率 で 、 人 件 費 、 扶 助 費 、

公 債 費 な ど 経 常 的 に 支 出 す る 経 費 に 、 地 方 税 や 地 方 交 付 税 、 地 方

譲 与 税 な ど 一 般 財 源 が ど の 程 度 充 当 さ れ て い る か を 見 る も の 。  

こ の 比 率 が 都 市 部 で は ８ ０ ％ を 超 え る と 財 政 構 造 の 弾 力 性 が 失 わ

れ て い る と い わ れ て お り 、 ７ ０ ％ ～ ８ ０ ％ の 範 囲 に あ る こ と が 望

ま し い と 考 え ら れ て い る 。  

 
* 2  Ｐ Ｆ Ｉ ： Private Finance Initiative 従 来 、 公 共 部 門 が 実 施 し て い た 社 会 資 本

整 備 、 公 共 サ ー ビ ス の 運 営 を 民 間 事 業 者 の 資 金 と 経 営 ノ ウ ハ ウ で 実 施  

す る 行 政 手 法 。日 本 で は 、平 成 11 年 7 月 に Ｐ Ｆ Ｉ 法 が 成 立 し 、具 体 的 に

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 が 実 施 さ れ る よ う に な っ た 。  

 
* 3  指 定 管 理 者 制 度：平 成 15 年 の 地 方 自 治 法 の 改 正 に よ り 、公 の 施 設（ 住 民 の 福 祉 を

増 進 す る 目 的 を も っ て そ の 利 用 に 供 す る た め の 施 設 ） の 管 理 に

つ い て 、 こ れ ま で は 地 方 自 治 体 が 自 ら 管 理 す る か 、 法 に 定 め ら

れ た 公 共 的 団 体 に 委 託 す る し か な か っ た 制 度 を 、 条 例 に 基 づ き

Ｎ Ｐ Ｏ や 株 式 会 社 を 含 む 民 間 事 業 者 に も 任 せ る こ と が で き る よ

う に す る 制 度 。 住 民 サ ー ビ ス の 向 上 と 経 費 の 節 減 を ね ら い と し

て い る 。  

 
* 4  Ｎ Ｐ Ｍ ： New Public Management ニ ュ ー ・ パ ブ リ ッ ク ・ マ ネ ジ メ ン ト  

     民 間 企 業 に お け る 経 営 理 念 ・ 手 法 、 成 功 事 例 な ど を 可 能 な 限 り 公 的 部 門

に 導 入 す る こ と で 、 公 共 部 門 の 経 営 管 理 の 革 新 を 図 ろ う と す る 公 共 経 営

手 法 の 総 称  

 
* 5  三 位 一 体 改 革 ： 小 泉 政 権 が 取 り 組 む 国 と 地 方 の 税 財 政 改 革 で 、 地 方 分 権 の 推 進 と

国 の 歳 出 削 減 が 本 来 の 目 標 。「 国 庫 補 助 金 の 削 減 」「 国 か ら 地 方 へ

の 税 源 移 譲 」「 地 方 交 付 税 の 見 直 し 」に 包 括 的 に 取 り 組 む た め に こ

う 呼 ば れ る 。  
 
* 6  減 税 補 て ん 債 ： 平 成 6 年 度 （ 除 ： 9 年 度 ） か ら 続 く 個 人 住 民 税 等 に 係 る 税 制 改 正

（ 特 別 減 税 等 ） に 伴 う 地 方 公 共 団 体 の 減 収 額 を 埋 め 合 わ せ る た め

に 特 例 的 に 許 可 さ れ た 地 方 債  

 
これまでの行 財 政 運 営  

◎ 右肩上がりの時代に肥大化 
してきた行政サービス 
 

◎経常的・固定的経費の拡大 
 
◎財政構造の硬直化 

これからの行 財 政 運 営  
◎ スリムで変化に柔軟に対応 

できる行政経営 
 

◎市民、NPO、事業者など多様な

主体との協働による行政運営 
新しい公共空間の形成 

 
◎自立可能な財政構造の構築 
 新 た な ニ ー ズ に 応 え る

財 源 を 生 み 出 せ な い  
新 た な ニ ー ズ に 応 え る

財 源 と 力 を 回 復 さ せ る  

更なる 
行政改革 

の推進 

「成長」から「成熟」へ 
少子高齢社会の到来 

環境問題の顕在化 
財政状況の悪化など 
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第 ２次 財 政 健 全 化 計 画  

Ⅱ 第３次行政改革大綱の方針  
 
１．  行政改革大綱の意義  
 
 習 志 野 市 基 本 構 想 に お い て 掲 げ た 本 市 の 目 指 す べ き 都 市 の 姿 、「 市 民

一 人 ひ と り が 夢 と 輝 き を も っ て 自 己 実 現 で き る 都 市（ ま ち ）習 志 野 」を

実 現 す る た め 、 行 政 活 動 を 根 本 か ら 見 直 し 、 簡 素 化 ・ 効 率 化 し た 行 政   

運 営 体 制 の 確 立 と 行 政 運 営 の 透 明 性 の 確 保 や 情 報 の 共 有 化 を 一 層 推 進

す る こ と に よ り 、市 民 と 行 政 の 協 働 型 の ま ち づ く り を 図 り 、時 代 の 変 化

に 的 確 に 対 応 し て い く た め 、第 ３ 次 行 政 改 革 大 綱 を 定 め る も の と し ま す 。 
 
 「 行 政 改 革 大 綱 」 は 、 習 志 野 市 の 行 政 運 営 を 改 革 し 、 行 政 改 革 の ３ つ

の 目 的 を 達 成 す る た め の 基 本 的 な 方 向 性 を 示 す も の で あ り 、全 て の 職 員

が 共 有 し 、日 々 の 業 務 の 中 で 努 力 し 改 革 を 進 め て い く 上 で 、最 も 基 本 的

な 指 針 と な る べ き も の で す 。  
 
 
２．  行政改革大綱と行政改革推進実施計画  

（行政運営改革編及び財政健全化編）の計画期間  
 
 今 回 の 改 定 に よ り 計 画 期 間 は 、 平 成 １ ７ 年 度 を 初 年 度 と し て 、  
平 成 ２ ２ 年 度 （ 西 暦 ２ ０ １ ０ 年 度 ） ま で の ６ 年 間 と し ま す 。  

 
こ の 大 綱 の 目 的 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な 取 り 組 み を 計 上 し た 、  

「 行 政 改 革 推 進 実 施 計 画 」の 計 画 期 間 に つ い て も 大 綱 の 計 画 期 間 と 同 じ

６ 年 間 と し ま す 。  
行 政 改 革 推 進 実 施 計 画 を 実 施 す る に あ た っ て は 、可 能 な 限 り 数 値 目 標

を 持 っ て 取 り 組 む も の と し ま す 。  
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第 ２次 行 政 改 革 大 綱  

★ 行 政 改 革 推 進 実 施 計 画  
第 ３次 行 政 改 革 大 綱

（改 訂 ） 

★ 行 政 改 革  

推 進 実 施 計 画  

          ◎ 行 政 運 営 改 革

編  

◎財 政 健 全 化 編  

第 １次 財 政 健 全 化  

計 画  

年 度

第 ３次 行 政 改 革 大 綱

 

★ 行 政 改 革 推 進  

実 施 計 画  

★第 ３次 財 政 健 全 化

計 画  

移 行  
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３．  行政改革の数値目標  
 

○  財政運営における数値目標  
 

職 員 数 の 削 減  
人 件 費 の 抑 制 に 取 り 組 み 、企 業 局 を 除 く 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日

の 職 員 数 を  １ ， ３ ４ １ 人 以 下 と し ま す 。  
【 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 の 職 員 数 に 比 べ  １ ０ ０ 人 削 減 】  
 
 

 
     債 務 の削 減  

平 成 ２ ２ 年 度 末 の 債 務 残 高 を  ７ ０ ０ 億 円 以 下 と し ま す 。  
 
 
 
 
 
 

 
    将 来 債 務 比 率 の改 善  

将 来 債 務 比 率 * 7 を 特 例 地 方 債 * 8 を 除 き １ ０ ０ ％ 以 下 と し ま す 。 
 
 
 

    経 常 収 支 比 率 の 改 善  
経 常 収 支 比 率 を ８ ５ ％ 以 下 と し ま す 。  

 
 
 
 

○  具体的な取り組み事項における数値目標  
    別 途 策 定 す る 「 行 政 改 革 推 進 実 施 計 画 」 の 中 で 示 し ま す 。  

                                                  
* 7  将来債務比率： 市 の 借 金 で あ る 地 方 債 と 債 務 負 担 行 為 の 残 高 が 、 標 準 的 な 市 の   

一 般 財 源 に 対 し て ど の 位 の 割 合 で あ る か を 表 す 指 標 。  

         ２ ０ ０ ％ と い う こ と は 、 市 の 借 金 を 返 済 す る の に 、 ２ 年 分 の 一 般

財 源 が 必 要 で あ る と い う こ と 。  
* 8  特 例 地 方 債： こ こ で は 、 国 が そ の 償 還 財 源 の 全 額 を 地 方 交 付 税 で 負 担 す る 、     

実 質 的 な 赤 字 地 方 債 で あ る 減 税 補 て ん 債 と 臨 時 財 政 対 策 債 の こ と 。 

１７年４月１日現在  １，４４１人  （企業局を除く） 

１６年度末現在       ９５，４８１，６３９千円  

【内訳】  

普通会計地方債      ４１，２２８，４８８千円  

普通会計債務負担行為   １５，９２０，８１８千円  

公共下水道特別会計地方債 ３８，３３２，３３３千円  

１６年度決算  ２１４．１％  特例地方債を除くと１６２．０％

１６年度決算  ８９．７％  
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Ⅲ 行政改革の基本的考え方  
１．  行政改革の基本理念  
 
 
 
 
 
２．  行政改革の体系  
 

行 政 改 革 の目 的 を 達 成 す る た め に 、「 市 民 と の 協 働 に よ る 行 政 運 営 の

実 現 」、「 効 率 的 な 行 政 運 営 シ ス テ ム の 確 立 」、「 自 立 可 能 な 財 政 構 造 の   
構 築 」を 改 革 の目 標 に 掲 げ 、こ の 目 標 を 実 現 す る べ く ６つの基 本 的 方 向 に

よ り 行 政 改 革 に 取 り 組 ん で い き ま す 。更 に 、こ の 取 り 組 み を 進 め て い く

６つの柱 を 設 定 し 、 基 本 理 念 に 基 づ き 具 体 的 な 改 革 を 推 進 し ま す 。  
 
【改革の目標】  【６つの基本的方向】        【６つの柱】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆  限 りある経 営 資 源 で最 良 の行 政 サービスを提 供 し、市 民 満 足 の向 上 をめざします。  
◆  自 ら改 革 に取 り組 み、市 民 に信 頼 され、市 民 と協 働 する市 役 所 をめざします。  
 

市民・民間部門と  
行政の役割の見直し  

公正で透明な行政運営  

職員の意識改革と  
人材育成  

自律型組織への転換と  
組織の再編  

簡素化、効率化  
による見直し  

成果の視点からの見直し  

自  立  可  能  な  財  政  構  造  の  構  築  

市
民

と

の

協
働

に
よ

る 

行

政

運

営

の

実

現 

効

率

的
な

行

政

運

営 

シ
ス

テ

ム

の

確

立 

 
 
市 民 参 画 と 協 働 に よ る  

ま ち づ く り の 推 進  

職 員 の 意 識 改 革 と  
    職 場 の 活 性 化  

組 織 機 構 の 再 編 と  
庁 内 分 権 の 推 進  

事 務 事 業 の 見 直 し  

給 与 ・ 定 員 管 理 の 適 正 化  
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３．  行政改革の基本的方向  
 

 
 

 
 

社 会 環 境 が 急 速 に 変 貌 し 、歳 入 が 減 少 し て い く 中 で 、地 域 の ニ ー ズ は

益 々 多 様 化 、増 大 す る と と も に 、新 た な 課 題 へ の 対 応 も 必 要 と な っ て い

ま す 。  
し か し 、右 肩 上 が り の 時 代 の よ う に 、行 政 主 導 だ け で 地 域 の 公 共 サ ー

ビ ス を 支 え る こ と は 困 難 に な っ て き て お り 、今 後 、将 来 に わ た っ て 持 続

可 能 な 地 域 経 営 を 続 け て い く た め に は 、「 新 し い 公 共 空 間 」 の 形 成 を 目

指 し 、 市 民 や 企 業 、 民 間 非 営 利 組 織 （ Ｎ Ｐ Ｏ ）、 ボ ラ ン テ ィ ア な ど 、    

自 主 性 と 創 造 性 を 活 力 と す る 団 体 と と も に 、適 切 に 役 割 分 担 を 行 い つ つ

公 共 サ ー ビ ス を 担 い 合 っ て い く こ と が 必 要 で す 。  
そ こ で 今 後 の 行 政 運 営 に お い て は 、個 人 、地 域 や 民 間 部 門 で は で き な

い （ も し く は 非 効 率 な ） も の の み を 行 政 が 行 う と い う 「 補 完 性 の 原 理 」

を 踏 ま え つ つ 、 行 政 が 行 う 業 務 の 範 囲 を 明 確 化 し 、 事 務 事 業 の 継 続 の  

必 要 性 を チ ェ ッ ク す る こ と と し ま す 。  
 ま た 、民 間 部 門 に お け る サ ー ビ ス 提 供 分 野 の 拡 大 な ど の 状 況 を 踏 ま え 、

民 間 部 門 と 競 合 す る と 認 め ら れ る 分 野 に つ い て は 、 指 定 管 理 者 制 度 の  

活 用 な ど に よ り 、 積 極 的 に 民 間 に 委 ね て い く こ と と し ま す ｡  
  

 
 
 
 
 本 市 で は 、 こ れ ま で も 開 か れ た 行 政 の 実 現 と 、 市 民 か ら 信 頼 さ れ る  

行 政 運 営 を 目 指 す た め に は 、市 民 に 対 す る 説 明 責 任 を 果 た す こ と が 重 要

で あ る こ と か ら 、行 政 情 報 は 全 て 市 民 と の 共 有 の 財 産 で あ る と の 基 本 認

識 に 立 ち 、市 自 ら が 積 極 的 な 情 報 提 供 に 努 め る と と も に 、情 報 公 開 制 度

を は じ め 個 人 情 報 保 護 制 度 を 確 立 し 、 個 人 の 権 利 利 益 の 保 護 に 留 意 し 、

情 報 の 公 開 に 努 め て き ま し た 。  
今 後 は こ れ ま で 以 上 に 、市 民 が 市 政 運 営 に 参 画 す る 機 会 が 増 え 、協 働

の 機 会 が 増 え て き ま す 。 ま た 、 行 政 活 動 の 計 画 ・ 決 定 ・ 実 行 の そ れ ぞ れ

の 段 階（ プ ロ セ ス ）に お い て 市 民 に 評 価 ・ 監 視 し て い た だ く 場 面 も 増 え

て き ま す 。 そ の 際 に 市 民 が 判 断 し 、 決 定 で き る よ う に す る た め に は 、   

よ り 多 く の 情 報 が 必 要 と な っ て き ま す 。  
そ こ で 、情 報 公 開 条 例 な ど に 基 づ き 、更 に 情 報 の 提 供 を 積 極 的 に 行 い 、

行 政 運 営 の 公 正 性 、 透 明 性 、 公 開 性 の 向 上 に 努 め て い く こ と と し ま す 。 

基 本 的 方 向  １  
市 民 ・民 間 部 門 と行 政 の役 割 の見 直 し  

基 本 的 方 向  ２  
公 正 で透 明 な行 政 運 営  
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 地 方 分 権 の 時 代 に 、自 治 体 が 競 争 力 を 持 つ 施 策 を 展 開 し 、市 民 に 対 し

て 的 確 な 施 策 を 提 案 す る た め に は 、職 員 一 人 ひ と り の 意 識 改 革 が 不 可 欠

と な り ま す 。  

そ の た め に は 、既 存 の 枠 組 み に 捕 ら わ れ な い 柔 軟 な 発 想 と 問 題 意 識 の

も と 、状 況 の 変 化 に 敏 感 に 反 応 し 、自 ら 情 報 収 集 に 努 め 、施 策 の 方 向 性

や 実 施 方 法 を 考 え る こ と が で き る 職 員 の 育 成 が 求 め ら れ て い ま す 。  

ま た 、 人 的 資 源 で あ る 職 員 の 能 力 を 最 大 限 に 引 き 出 し 、 よ り 一 層 の  

資 質 の 向 上 を 図 る こ と が 必 要 で す 。  

 そ こ で 、こ れ か ら の 行 政 運 営 を 担 う 職 員 と し て 、市 民 の 声 に 耳 を 傾 け 、

市 民 と と も に 考 え 、 市 民 の 力 を 引 き 出 し て 、 情 熱 を 持 っ て 問 題 解 決 に  

取 り 組 む 、 行 政 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル の 人 材 を 育 成 し て い き ま す ｡ 

ま た 、 全 体 的 、 長 期 的 な 視 点 を 持 ち 、 自 ら の 使 命 （ ミ ッ シ ョ ン ） を      

自 覚 し て 、 果 敢 に 行 動 す る 、 チ ャ レ ン ジ 精 神 に あ ふ れ る 自 律 型 人 材 を  

育 成 し て い き ま す 。  
 

 
 

 
 
 歳 入 の 増 加 が 見 込 め な い こ れ か ら の 時 代 に お い て は 、網 羅 的 に 施 策 を

推 進 す る の で は な く 、 ト ッ プ の 政 策 ビ ジ ョ ン と 基 本 姿 勢 を 組 織 全 体 で  

共 有 し な が ら 財 政 的 資 源 と 人 的 資 源 を 効 果 的 に 投 入 し 、「 選 択 と 集 中 」

に よ り 、 確 実 に 成 果 を あ げ て い く こ と が 必 要 で す ｡  
そ こ で 、こ れ か ら の 組 織 機 構 の 編 成 に あ た っ て は 、社 会 経 済 を 取 り 巻

く 環 境 の 変 化 を 的 確 に 捉 え 、 施 策 の 方 針 を 選 択 し 、 そ の 決 定 が 迅 速 に  

実 行 で き る 組 織 を 構 築 す る た め 、 各 部 局 の 予 算 ・ 組 織 （ 人 員 ） の 自 律 性

を 高 め る 方 式 を 導 入 し 、 全 庁 的 な 経 営 方 針 の も と に 部 局 自 ら の 権 限 と  

責 任 で 経 営 を 行 う 仕 組 み づ く り を 進 め 、「 管 理 型 」 か ら 目 的 志 向 の   

「 自 律 型 」 組 織 へ の 転 換 を 推 進 し ま す ｡  
 ま た 、 政 策 目 標 ご と の 施 策 展 開 へ の 組 織 的 な 対 応 を 図 る と と も に 、  

「 全 庁 的 な マ ネ ジ メ ン ト 機 能 の 強 化 」、「 部 局 の 自 律 経 営 と 成 果 志 向 」、

「 市 民 と の 協 働 の 視 点 に 立 っ た 市 民 に わ か り や す い 組 織 」 の 観 点 か ら  

経 営 的 、 戦 略 的 な 組 織 運 営 が で き る 組 織 の 再 編 に 取 り 組 み ま す 。  
 
 

基 本 的 方 向  ３  
職 員 の意 識 改 革 と人 材 育 成  

基 本 的 方 向  ４  
自 律 型 組 織 への転 換 と組 織 の再 編  
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 「 最 少 の 経 費 で 最 良 の 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る 」 と い う 行 政 運 営 の  

基 本 原 則 を 実 践 す る た め 、市 民 の 税 金 を 最 大 限 効 果 的 に 活 用 す る と い う 、

コ ス ト 意 識 を 常 に 保 ち な が ら 、民 間 企 業 に 負 け な い 厳 し い コ ス ト 管 理 と

効 率 性 を 徹 底 し ま す 。  
さ ら に 、行 政 が 直 接 担 う べ き サ ー ビ ス の 範 囲 や 成 果 の 評 価 、身 の 丈 に

あ っ た サ ー ビ ス 水 準 の 検 討 結 果 な ど を 踏 ま え る と と も に 、行 政 評 価 の 結

果 を 有 効 的 に 活 用 し な が ら 、常 に 事 務 事 業 の 見 直 し を 推 進 し て い き ま す 。 
ま た 、 こ れ ま で の 予 算 主 義 の 発 想 か ら 脱 し て 、 事 業 を 実 施 し た 結 果 、

ど の よ う な 成 果 を あ げ た の か を 重 視 す る 決 算 主 義 的 発 想 へ の 転 換 を  

進 め 、限 ら れ た 経 営 資 源 を 最 大 限 に 活 用 し 、市 民 満 足 度 の 向 上 を 図 っ て

い く こ と と し ま す 。  
 

 
 
 

 
 国 、 地 方 を 問 わ ず 、 一 段 と 財 政 状 況 の 厳 し さ が 増 す 中 、 複 雑 、 多 様 化

す る 市 民 要 望 に 適 切 に 対 応 し た 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 し 、 市 民 満 足 度 を  

高 め て い く た め に は 、こ れ ま で 取 り 上 げ た 基 本 的 方 向 の 実 施 を 下 支 え す

る た め に 、行 政 活 動 の 基 盤 と な る 財 政 構 造 を 健 全 化 す る こ と が 必 要 と な

っ て き ま す 。  
 そ こ で 、本 市 の 財 政 計 画 で あ る 、行 政 改 革 推 進 実 施 計 画（ 財 政 健 全 化

編 ） に よ る 、 経 費 の 節 減 、 債 務 の 軽 減 、 歳 入 の 確 保 な ど に 取 り 組 み 、 収

支 の 均 衡 を 目 指 す と と も に 、経 常 経 費 の 抑 制 に 努 め 、財 政 構 造 の 弾 力 性

を 確 保 し つ つ 、自 立 可 能 な 財 政 構 造 の 構 築 に 向 け 努 力 し て い く こ と と し

ま す 。  
 
 
 

基 本 的 方 向  ５  
簡 素 化 、効 率 化 による見 直 し  
成 果 の視 点 からの見 直 し  

基 本 的 方 向  ６  
自 立 可 能 な財 政 構 造 の構 築  

行政改革推進実施計画（財政健全化編）の５つの視点  
視 点 １ 行 政 運 営 経 費 の節 減  
視 点 ２ 時 代 に適 合 したサービスへの転 換  
視 点 ３ 債 務 の軽 減  
視 点 ４ 歳 入 の確 保  
視 点 ５ 行 動 プログラムの着 実 な実 行 と情 報 開 示  
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Ⅳ 行政改革の６つの柱と考え方  
 
１．  行政改革の６つの柱  
  

市 役 所 全 体 で 改 革 を 進 め て い く 上 で 、 基 本 的 方 向 に 基 づ き 具 体 的 に  

取 り 組 む 項 目 と し て 、 ６つの柱 を 改 革 項 目 と し て 定 め 、 行 政 改 革 を 推 進

し ま す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．  ６つの柱とその考え方  
 
 
（１）  市民参画と協働によるまちづくりの推進  
 

地 方 分 権 時 代 の ま ち づ く り に お い て は 、自 治 体 の 自 己 決 定 、自 己 責 任

に よ る 施 策 の 選 択 の 幅 が 拡 大 し 、そ の 仕 組 み の 中 で 、市 民 自 ら も 行 政 に

対 し て 発 言 し 参 画 す る こ と を 通 じ て 、 自 分 た ち の 生 活 条 件 等 を 、 市 民   
自 ら の 努 力 で 改 善 で き る 余 地 が よ り 大 き く な っ て き て い ま す 。  

ま た 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に よ り 、 市 民 生 活 を 取 り 巻 く 環 境 は 複 雑 ・

多 様 化 し て き て お り 、そ の 変 化 に 対 応 し て い く た め に は 、従 来 の 発 想 や

既 存 の 枠 組 み に と ら わ れ な い 柔 軟 な 姿 勢 で 取 り 組 む こ と が 求 め ら れ 、  

市 民 と 行 政 が 共 通 認 識 を 持 っ て 相 互 の 連 携 を 図 り 、協 働 で ま ち づ く り を

進 め る 環 境 づ く り を 充 実 さ せ て い く 必 要 が あ り ま す 。  
 
そ こ で 、行 政 改 革 の 第 １ の 柱 と し て「 市 民 参 画 と 協 働 に よ る ま ち づ く

り の 推 進 」を 掲 げ 、積 極 的 に 市 民 に 情 報 を 提 供 し 、行 政 の 透 明 性 を 向 上

さ せ る と と も に 、広 聴 活 動 の 充 実 や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 制 度 * 9 の 導 入 な

ど を 図 り な が ら 、行 政 運 営 の 説 明 責 任 を 向 上 さ せ る こ と に よ り 、市 民 が  

行 政 活 動 を 評 価 で き る 仕 組 み を 作 り 、能 動 的 な 市 民 参 画 を 推 進 し て い く

こ と と し ま す 。  

                                                  
* 9  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 制 度：基 本 的 な 施 策 等 を 決 定 す る 前 の 段 階 で 広 く 市 民 に 素 案

を 公 表 し て 、 意 見 や 情 報 を 募 集 し 、 寄 せ ら れ た 意 見 を

考 慮 し て 施 策 等 を 決 定 す る と と も に 、 意 見 に 対 す る 考

え 方 を 明 ら か に す る 制 度 。  

行 政 改 革 の６つの柱  
（１）  市 民 参 画 と協 働 によるまちづくりの推 進  
（２）  職 員 の意 識 改 革 と職 場 の活 性 化  
（３）  組 織 機 構 の再 編 と庁 内 分 権 の推 進  
（４）  事 務 事 業 の見 直 し  
（５）  給 与 ・定 員 管 理 の適 正 化  
（６）  自 立 可 能 な財 政 構 造 の構 築  
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参 画 と協 働  

  新しい公共空間 

こ れ に よ り 、一 方 的 、画 一 的 な 行 政 サ ー ビ ス の 質 的 転 換 を 図 る と と も

に 、 行 政 コ ス ト 全 般 の 低 減 を め ざ し ま す 。  
 
一 方 、時 代 の 変 化 に 伴 い 、行 政

が 自 ら 行 う 必 要 性 や 妥 当 性 の  

薄 れ て き て い る 事 業 や 、 市 民 、

民 間 な ど が 分 担 す る こ と が 可 能

な 事 業 に つ い て は 、「 新 し い 公 共

空 間 」 を 形 成 す る 観 点 か ら 、  

「 指 定 管 理 者 制 度 」 な ど の 新 し

い 制 度 の 動 向 を 踏 ま え つ つ 、  

市 民 、 民 間 と 行 政 の 役 割 分 担 を

明 確 化 す る こ と に よ り 、 積 極 的

に 民 間 主 体 の 活 動 に 委 ね 、 市 が

行 っ て い る 事 務 事 業 は 廃 止 、  

縮 小 し て い く こ と と し ま す 。  
 
 
（２）  職員の意識改革と職場の活性化  
 
 地 方 分 権 が 進 ん だ 社 会 で は 、地 方 自 ら の 判 断 ・ 決 定 に よ る 自 主 ・ 自 立

に よ る ま ち づ く り を 進 め て い く こ と が 必 要 で あ り 、職 員 に は 政 策 形 成 能

力 や 法 務 能 力 な ど の 行 政 能 力 の 向 上 が 求 め ら れ る 一 方 、職 員 自 ら の 意 識

改 革 が 不 可 欠 で あ り ま す 。  
そ こ で 、 行 政 改 革 の 第 ２ の 柱 と し て 「 職 員 の 意 識 改 革 と そ の 能 力 を  

最 大 限 に 発 揮 で き る 職 場 の 活 性 化 」 を 掲 げ 、 取 り 組 む こ と と し ま す 。  
 

現 在 の よ う に 、時 代 の 転 換 期 に お い て は 、前 例 踏 襲 型 で は な く「 課 題

解 決 型 」や「 政 策 立 案 型 」の 仕 事 の 進 め 方 が ま す ま す 重 要 に な っ て い る

こ と か ら 、市 民 ニ ー ズ を 把 握 し な が ら 、職 員 が 自 ら 考 え 、自 ら 動 く 姿 勢

を 徹 底 し て い く と と も に 、 職 員 の 一 層 の 創 意 工 夫 と 主 体 性 を 引 き 出 す  

方 策 を 実 施 し ま す 。   
 ま た 、財 政 的 な 投 資 余 力 が 限 ら れ る 中 に お い て も 、市 民 に 対 し て 新 た

な 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 し て い く た め に は 、職 員 の 意 欲 と 創 意 工 夫 が 不 可

欠 で あ る こ と か ら 、現 行 の 職 員 提 案 制 度 を 拡 大 し た 庁 内 ベ ン チ ャ ー 制 度

や 庁 内 公 募 の 実 施 な ど に よ り 、職 員 の 前 向 き な チ ャ レ ン ジ を 支 援 し ま す 。 
 
更 に は 、 人 材 の 確 保 （ 採 用 ）、 開 発 、 評 価 、 活 用 な ど 一 貫 性 の あ る    

人 材 育 成 の 仕 組 み づ く り を 積 極 的 に 進 め 、民 間 経 験 者 の 採 用 に よ る 組 織

の 活 性 化 、 職 員 の 努 力 が 評 価 さ れ る 表 彰 制 度 の 充 実 、 職 員 の や る 気 や  

改 革 意 欲 を 職 場 で 共 有 し 、組 織 と し て 取 り 組 む 風 土 づ く り を 推 進 し ま す 。 

市 民  

行 政   
ボランティア  

地域活動団体 

民 間 企 業  

ＮＰＯ  
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職 員 の 仕 事 の や り 方 に つ い て も 、「 事 業 の 企 画 段 階 や 評 価 段 階 で 市 民

の ニ ー ズ や 満 足 度 を 把 握 す る 」、「 具 体 的 に 求 め ら れ る 成 果 を 常 に 意 識 し

な が ら 業 務 の 進 め 方 を 柔 軟 に 組 み 立 て る 」、「 組 織 の 使 命 や ビ ジ ョ ン に  

照 ら し て 施 策 ・ 事 業 の 重 点 化（ 選 択 と 集 中 ）を 行 い 既 存 事 業 で も 勇 気 を

持 っ て 見 直 す 」と い っ た 市 民 志 向 、成 果 志 向 、戦 略 志 向 の 方 向 に 見 直 し

て い き ま す 。  
 
よ り 良 い 仕 事 を 行 う た め の 環 境 づ く り の 一 環 と し て は 、 オ フ サ イ ト ・

ミ ー テ ィ ン グ * 1 0 の 活 用 な ど に よ り 、 多 様 な 対 話 の 場 づ く り を 行 う と と

も に 、Ｉ Ｔ を 活 用 し た 情 報 共 有 化 な ど 、ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト * 11 の 推 進

に よ り 、関 係 部 署 間 の 連 携 や 市 長 か ら 各 職 場 に 至 る 意 思 伝 達 な ど 組 織 内

の タ テ ・ ヨ コ の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 活 性 化 し 、対 話 を 重 視 し た 風 通 し

の 良 い 組 織 風 土 づ く り を 進 め ま す 。  
 

 
（３）  組織機構の再編と庁内分権の推進  
 
 新 た な 行 政 課 題 や 市 民 の 複 雑 化・多 様 化 し た ニ ー ズ に 対 応 し て い く た

め に は 、常 に 組 織 機 構 の 見 直 し を 行 い 、時 代 に 即 応 し た 市 民 サ ー ビ ス を

決 定 し 実 行 で き る 組 織 機 構 を 編 成 す る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。  
 ま た 、分 権 時 代 に お い て は 、よ り 市 民 に 近 い 部 門 が 市 民 ニ ー ズ を 的 確

に 把 握 し 、 機 動 的 、 効 率 的 な 対 応 を 可 能 に す る こ と が 必 要 で す 。  
 そ こ で 、 行 政 改 革 の 第 ３ の 柱 と し て 「 組 織 機 構 の 再 編 と 庁 内 分 権 の  

推 進 」 を 掲 げ 、 組 織 機 構 の 「 新 し い 行 政 課 題 へ の 対 応 」 と 「 ス リ ム 化 ・

効 率 化 ・ フ ラ ッ ト 化 」の 両 立 を 図 り な が ら 、適 宜 見 直 し に 努 め て い く こ

と と し ま す ｡  
 
 
（４）  事務事業の見直し  
 

限 ら れ た 財 源 の 中 で 、 多 様 化 、 複 雑 化 す る 市 民 ニ ー ズ や 新 し い 行 政  

課 題 に 対 応 し て い く た め に は 、 当 初 の 目 的 に 照 ら し 効 果 の 薄 れ て き た  

事 業 や 、将 来 に わ た っ て 今 の 水 準 を 維 持 す る こ と が 困 難 な 行 政 サ ー ビ ス

な ど 、社 会 経 済 情 勢 を 考 え た と き に 、見 直 す べ き 事 業 に つ い て は 、適 切

に 見 直 し を 行 う こ と が 必 要 で す 。  
 

                                                  
* 1 0  オ フ サ イ ト ・ ミ ー テ ィ ン グ ： 職 場 で の 立 場 や 肩 書 き を は ず し 、 ざ っ く ば ら ん な   

雰 囲 気 で 、 気 楽 に ま じ め な 話 を す る ミ ー テ ィ ン グ  
* 11  ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト ： 個 々 の 職 員 が 持 つ 知 識 や ノ ウ ハ ウ を 全 て の 職 員 が 共

有・継 承 す る こ と に よ り 業 務 効 率 の 向 上 を 図 る 経 営 手 法  
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そ こ で 、 行 政 改 革 の 第 ４ の 柱 と し て 「 事 務 事 業 の 見 直 し 」 を 掲 げ 、   

最 少 の 経 費 で 最 良 の 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 し 、市 民 満 足 度 を 高 め る と い う

観 点 に 立 ち 、 行 政 評 価 制 度 の 活 用 や 成 果 の 視 点 か ら の 事 業 の 見 直 し を  

推 進 し て い く こ と と し ま す ｡  
 
ま た 、 最 近 の 「 官 か ら 民 へ 」 の 流 れ に よ る 規 制 緩 和 、 制 度 改 正 を 有 効

的 に 活 用 し 、例 え ば 、行 政 が 責 任 を 持 っ て 提 供 す る こ と が 適 当 と 判 断 さ

れ る 公 共 サ ー ビ ス の 実 施 に あ た っ て も 、民 間 部 門 の 専 門 的 な 知 識 や 優 れ

た 事 業 運 営 能 力 な ど 、多 様 な ノ ウ ハ ウ を 活 用 す る こ と に よ り 、公 共 サ ー

ビ ス の 質 的 向 上 や 経 費 の 節 減 が 見 込 ま れ る 分 野 に お い て は 、 公 共 性 の  

確 保 に 配 慮 し つ つ 委 託 化 や 指 定 管 理 者 制 度 へ の 移 行 な ど の 民 間 活 力 の

活 用 を 図 っ て い く こ と と し ま す 。  
 

 
（５）  給与・定員管理の適正化  
 

厳 し い 財 政 状 況 の 中 で 市 民 サ ー ビ ス の 見 直 し が 進 ん で お り 、 今 ま で  

以 上 に 職 員 に 対 す る 市 民 の 評 価 が 厳 し く な っ て い ま す 。  
特 に 職 員 給 与 や 職 員 数 に つ い て は 市 民 の 関 心 も 高 く 、市 民 の 理 解 を 得

る こ と が 必 要 で あ る こ と か ら 行 政 改 革 の 第 ５ の 柱 と し て「 給 与 ・ 定 員 管

理 の 適 正 化 」 を 掲 げ 、 適 正 化 を 推 進 し て い き ま す 。  
 
職 員 給 与 に つ い て は 、 国 、 県 、 近 隣 各 市 の 実 態 、 社 会 経 済 情 勢 、 そ し

て 、本 市 の 財 政 状 況 に 配 慮 し た 中 で 、給 与 構 造 改 革 へ の 取 り 組 み 等 を 通

じ て 、引 き 続 き 給 与 水 準 の 是 正 や 給 与 制 度 及 び そ の 運 用 の 適 正 化 を 推 進

し ま す 。  
ま た 、給 与 の 状 況 は 、市 民 の 理 解 が 得 ら れ る よ う に 広 報 等 を 通 じ 広 く

市 民 に 情 報 提 供 し て 行 く な ど 、 透 明 性 の 向 上 を 図 り ま す 。  
 
定 員 管 理 に つ い て は 、行 政 運 営 を 一 層 簡 素 化 ・ 効 率 化 し て 事 務 事 業 を

見 直 す こ と や 、市 民 ・ 民 間 部 門 と 行 政 の 役 割 を 見 直 す 中 で 、可 能 な も の

か ら 積 極 的 に 市 民 ・ 民 間 部 門 に 委 ね て い く こ と な ど に よ り 、更 に 定 員 の

適 正 化 を 図 っ て い く こ と と し ま す 。  
  
本 市 で は 、こ れ ま で 、平 成 １ ９ 年 ４ 月 ま で に 職 員 実 数 を １ ，５ ０ ０ 人

以 下 と す る こ と を 目 標 と し て 取 り 組 み 、人 件 費 の 削 減 を 図 っ て き ま し た

が 、 今 回 改 定 す る に あ た り 、「 定 員 適 正 化 計 画 」 を 前 倒 し で 策 定 し 、 平

成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 に お け る 企 業 局 を 除 く 職 員 数 を １ ，３ ４ １ 人 以 下 と す

る 新 た な 目 標 を 掲 げ 、 職 員 数 の 更 な る 削 減 を 進 め る こ と と し ま し た 。  
 
ま た 、後 期 基 本 計 画 の 始 期 と な る 平 成 ２ ０ 年 度 以 降 の 職 員 数 を ど の よ
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う に 計 画 し て い く の か に つ い て 、改 め て 定 員 適 正 化 計 画 の 見 直 し を 行 っ

て い く こ と と し ま す 。  
 
 
（６）  自立可能な財政構造の構築  
 
 数 次 に わ た る 行 財 政 改 革 の 取 り 組 み に よ り 、本 市 の 財 政 状 況 も 一 時 の

最 悪 期 は 脱 し 、 一 部 の 財 政 指 標 等 に は 改 善 の 兆 し も 現 れ つ つ あ り ま す ｡  
 し か し な が ら 、こ れ ま で の 国 策 に よ る 景 気 浮 揚 策 な ど に よ っ て 積 み 増

さ れ た 国 、地 方 の 膨 大 な 債 務 残 高 の 状 況 や 、経 済 成 長 の 伸 び が 期 待 で き

な い 状 況 の も と で の 納 税 義 務 者 の 構 成 の 変 化 な ど に よ る 市 税 収 入 の  

低 迷 、 あ る い は 、 少 子 高 齢 社 会 の 進 展 や 景 気 低 迷 な ど に よ る 社 会 保 障  

関 係 経 費 の 増 加 見 通 し な ど に よ り 、 今 後 は 慢 性 的 な 財 源 不 足 を 生 じ る  

状 況 が 生 ま れ て お り 、財 政 運 営 は 非 常 に 厳 し い も の と な る こ と が 予 想 さ

れ ま す ｡  
 ま た 、三 位 一 体 の 改 革 は 、様 々 な 評 価 は あ る も の の 、一 応 の 決 着 を 見

ま し た が 、今 後 の 国 と 地 方 を 巡 る 税 財 政 改 革 の 行 方 は 、依 然 と し て 不 透

明 な 部 分 が 多 く 、今 後 見 込 ま れ る 地 方 に と っ て 最 も 厳 し い 事 態 を 想 定 し

た 中 で 、 対 応 策 を 検 討 、 実 施 し て い く 必 要 が あ る と 考 え ま す ｡  
 
 こ の よ う な 財 政 状 況 の も と で も 、複 雑 多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ に 的 確 に

対 応 し て い く た め に は 、な お 一 層 の 行 財 政 改 革 を 推 進 し 経 常 経 費 の 抑 制

に 取 り 組 み 、財 政 の 弾 力 性 を 確 保 す る な ど 、自 主 ・ 自 立 し た ま ち づ く り

を 推 進 で き る 財 政 構 造 を 構 築 す る こ と が 必 要 で あ り ま す 。  
 
 こ れ ら の こ と か ら 、行 政 改 革 の 第 ６ の 柱 と し て「 自 立 可 能 な 財 政 構 造

の 構 築 」を 掲 げ 、経 常 収 支 比 率 や 将 来 債 務 比 率 の 指 標 の 適 正 化 を 目 標 に

し て 、適 切 な 行 政 水 準 及 び 収 支 均 衡 の 確 保 と い う 財 政 運 営 の 基 本 原 則 の

認 識 に 立 ち 財 政 構 造 の 健 全 化 に 取 り 組 み ま す ｡  
 
 そ の た め に は 、 行 政 改 革 推 進 実 施 計 画 （ 財 政 健 全 化 編 ） に 基 づ き 、   

改 革 と 見 直 し を 着 実 に 実 施 し て い く こ と が 必 要 で あ り 、そ の 実 施 計 画 で

あ る「 改 革 工 程 表 」に 基 づ き 、自 立 可 能 な 財 政 構 造 の 構 築 を 進 め て い く

こ と と し ま す ｡  
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Ⅴ 行政改革の推進体制  
 
１．  進行管理と実施状況の公表  
 
 第 ３ 次 行 政 改 革 大 綱（ 改 定 ）に 基 づ く 改 革 の 推 進 期 間 は 、平 成 １ ７ 年

度 か ら 平 成 ２ ２ 年 度 ま で の ６ 年 間 と し 、大 綱 に 基 づ く「 行 政 改 革 推 進 実

施 計 画  行 政 運 営 改 革 編 及 び 財 政 健 全 化 編 」 の 「 改 革 工 程 表 」、 並 び に   

別 に 定 め た 「 定 員 適 正 化 計 画 」 及 び 「 民 間 活 力 導 入 指 針 」、 そ し て 、    

そ れ ら を 集 約 す る 形 で 作 成 さ れ た「 集 中 改 革 プ ラ ン 」に 沿 っ て 取 り 組 み

を 推 進 す る と と も に 、 実 施 状 況 を 毎 年 公 表 し ま す 。  
ま た 、 こ れ ら の 計 画 群 に つ い て は 、 毎 年 度 の 進 捗 状 況 や 環 境 変 化 に  

応 じ た 実 施 内 容 の 改 定 を 行 い ま す 。  
 
 
２．  推進体制  
 
 本 市 の 行 政 改 革 を 強 力 に 推 進 し て い く 観 点 か ら 、 平 成 １ ８ 年 度 よ り  

行 政 改 革 の 推 進 体 制 を 強 化 し ま す 。  
 こ れ ま で の 行 政 改 革 推 進 本 部 は 廃 止 し 、新 た に 市 長 を 本 部 長 、助 役 を

副 本 部 長 と す る 全 庁 体 制 の 「 行 政 改 革 推 進 本 部 」 を 設 置 し ま す 。  
  
 今 後 は 、 行 政 改 革 推 進 本 部 の 指 揮 ・ 監 督 の も と で 、 庁 内 組 織 で あ る  

「 行 政 改 革 推 進 委 員 会 」及 び 市 民 の 代 表 で 構 成 す る「 習 志 野 市 行 政 改 革

懇 話 会 」 が 、 本 市 の 行 政 改 革 の 進 捗 状 況 に つ い て の 進 行 管 理 を 行 い 、   

実 行 性 を 担 保 し て い き ま す 。  
 
 ま た 、改 革 を 現 場 で 推 進 す る 組 織 と し て 、庁 内 横 断 的 な メ ン バ ー 編 成

に よ る 推 進 チ ー ム を 結 成 し 、 職 員 の 参 画 を 重 視 し た 改 革 を 推 進 し ま す 。 
 

更 に 、改 革 を 進 め る に あ た っ て は 、各 組 織 、各 職 員 の 主 体 的 な 取 り 組

み を 重 視 す る と と も に 、「 改 革 は 人 づ く り 」 と の 観 点 か ら 、 職 員 の 意 識

改 革 を 進 め 、 人 材 育 成 の 取 り 組 み を 強 化 し ま す 。  
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【参考】  １８年度以降の行政改革の推進体制  

 

 

 
 

平成１８年度 習志野市行政改革推進体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【事務局 財政部財政課】 

 

習志野市行政改革推進本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局 財政部財政課】 

行政改革推進本部 

◆役割 

  行政改革の取り組みについて意思決定し推進す

る組織 

◆構成 

本部長  市長 

副本部長 助役 

本部員  庁議メンバー、議会事務局長 

◆所掌事務  

（１） 行政改革大綱及び行政改革推進実施計画の

策定並びに実施に関すること 

（２） その他行政改革に係る重要事項に関するこ

と 

 

行政改革推進委員会 

◆役割 

  本部長から指示を受けた事項及び推進本部に付

議すべき事案を調査検討及び調整する組織  

◆構成 

委員長  助役 

副委員長 収入役 

本部員  庁議メンバー、議会事務局長 

◆所掌事務  

（１） 行政改革大綱の検討及び調整に関すること 

（２） 行政改革推進実施計画の検討及び調整に関

すること 

（３） 行政改革推進実施計画の進行管理に関する

こと 

（４） その他本部長からの指示事項 

 

行政改革懇話会 

◆設置目的 

 社会経済情勢の変化に対応

した効率的な市政の実現に関

し、意見を求める。 

◆委員 １５名以内  

◆任期 ２年 

 

専門部会 

◆役割 

  委員会で審議する内容のうち特に専門的な内容

を調査検討する組織 

◆構成 

  委員長の指名する委員及び専門部員 

専門部会 

◆役割 

  専門の事項を調査研究する

組織 

◆構成 

  会長が指名する委員 

提言 
調査 
審議 

報告 
説明 


